
氏
族
の
同
族
観
は
系
譜
・
系
図
や
、
氏
族
の
出
自
伝
承
な
ど
か
ら
あ

る
程
度
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
氏
族
内
に
お
け
る
同
族
意

識
の
程
度
は
、
氏
族
の
構
成
状
況
や
、
そ
の
構
成
単
位
間
の
独
立
意
識

な
ど
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
た
め
、
各
氏
族
の
同
族
観
の
形
態
よ
り
、

逆
に
氏
族
の
構
成
状
況
を
知
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
同
族
観
の

―
つ
に
、
「
腹
」
と
い
う
錮
念
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
腹
」
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
本
居
宣
長
が
、
「
腹
」
と
氏
を
同
一

①
 

の
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
由
来
を
朝
鮮
半
島
に
求
め
て
い
る
。
ま
た
、

和
歌
森
太
郎
氏
は
、
「
腹
」
は
そ
れ
自
身
で
独
自
の
機
能
を
持
ち
え
な

い
と
こ
ろ
の
同
族
で
あ
り
、
氏
の
枝
分
か
れ
、
分
族
の
意
義
の
強
い
こ

と
を
指
摘
し
、
そ
の
源
流
を
広
く
東
ア
ジ
ア
で
用
い
ら
れ
て
い
た
氏
族

を
意
味
す
る
満
州
語
の
「
ハ
ラ
」

(Xala)
、
そ
の
訛
語
た
る
「
カ
ラ
」

は
じ
め
に

氏

族

の

「
腹
」

②
 

(Kala)
に
求
め
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
他
に
は
、
関
晃
氏
が
、
「
腹
」

は
―
つ
の
氏
に
と
っ
て
特
定
の
時
期
に
一
度
だ
け
成
立
す
る
区
分
で
あ

り
、
こ
の
時
期
を
決
定
す
る
の
は
、
氏
に
お
け
る
共
同
体
的
性
格
の
喪

⑧
 

失
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。

和
歌
森
氏
は
、
古
代
日
本
で
同
族
を
意
味
し
た
と
考
え
る
言
葉
と
し

て
「
ウ
カ
ラ
」
「
ヤ
カ
ラ
」
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
の
語
義
を
漉
州
語
の

「
ハ
ラ
」
「
カ
ラ
」
よ
り
推
考
す
る
に
際
し
て
、
我
が
国
古
代
の
文
献

上
に
見
え
る
「
腹
」
を
資
料
と
し
て
活
用
し
た
の
で
あ
り
、
関
氏
は
、

倭
漢
氏
の
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
分
裂
の
状
況
を
推
測

す
る
た
め
、
「
腹
」
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の

と
こ
ろ
、
「
腹
」
観
念
そ
の
も
の
を
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
た
考
察
は

見
う
け
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
「
腹
」
の
類
例
に
つ
い
て
見
直
し
て
み
る

と
、
諸
先
学
の
見
解
の
よ
う
に
、
全
て
を
同
一
の
も
の
と
し
て
定
義
づ

け
ら
れ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
各
氏

族
に
お
け
る
「
腹
」
の
諸
事
例
を
検
討
し
、
氏
族
に
よ
っ
て
異
な
る

観

念

に

つ

い

て

日

野

篤
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「
腹
」
の
形
態
や
、
そ
れ
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
の
追
究
を
第
一
の

目
的
と
し
、
「
腹
」
錮
念
を
有
す
る
氏
族
の
構
成
状
況
な
ど
に
つ
い
て

も
併
せ
て
考
察
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

秦
氏
の
「
腹
」
観
念

ま
ず
、
「
腹
」
と
い
う
錮
念
が
氏
族
内
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
意
識

さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
秦
氏
の
場
合
を
例
に
と
り
、
問

題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。

④

⑤
 

『
本
朝
月
令
』
四
月
松
尾
祭
事
条
所
引
『
秦
氏
本
系
帳
』
に
次
の
よ

う
な
記
載
が
見
え
る
。

正
一
位
勲
一
等
松
尾
大
神
御
社
者
。
筑
紫
祠
形
坐
中
部
大
神
。
戊
辰

年
三
月
三
日
。
天
手
坐
松
埼
日
尾
ふ
戸
箔
大
宝
元
年
。
川
辺
腹

男
秦
忌
寸
都
理
。
自
ー
ー
日
埼
広
コ
更
奉
コ
請
松
尾
↓
又
田
口
腹
女
。
秦
忌

寸
知
麻
留
女
。
始
立
二
御
阿
礼
平
f

知
麻
留
女
之
子
秦
忌
寸
都
駕
布
。

自
ー
ー
戊
午
年
玉
~
レ
祝
。
子
孫
相
承
。
祈
コ
祭
大
神
苫
伊
其
以
降
。
至
二

子
元
慶
三
年
f

二
百
三
十
四
年
。

こ
れ
は
い
わ
ば
松
尾
神
社
の
創
建
に
関
す
る
緑
起
輝
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
少
し
気
に
な
る
の
は
「
川
辺
腹
男
秦
忌
寸
都
理
」
「
田
口
腹
女
。
秦

忌
寸
知
麻
留
女
」
と
い
う
、
松
尾
神
社
の
創
建
に
関
与
し
た
人
名
に
対

す
る
続
群
書
類
従
完
成
会
本
の
句
点
の
打
ち
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
し
た

が
う
と
、
大
宝
元
年
に
大
神
を
松
尾
に
奉
請
し
た
の
は
川
辺
腹
男
秦
忌

寸
都
理
と
い
う
一
個
の
人
物
で
あ
り
、
は
じ
め
て
御
阿
礼
を
立
て
た
の

は
田
口
腹
女
と
秦
忌
寸
知
麻
留
女
の
二
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
人
物
に
つ
い
て
『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
は
、
川
辺
腹
男

の
項
で

大
宝
元
、
秦
忌
寸
都
理
と
共
に
徊
診
面
＇
部
大
神
を
日
埼
よ
り
松
尾
に

⑥
 

奉
請
し
た
。

⑦
 

と
し
、
田
口
腹
女
に
つ
い
て
も
一
項
を
設
け
て
い
る
よ
う
に
、
川
辺
腹

男
、
田
口
腹
女
を
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
人
物
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

⑧

⑨

 

そ
も
そ
も
こ
の
『
秦
氏
本
系
帳
』
は
、
肥
後
和
男
氏
や
西
田
長
男
氏

に
よ
る
と
、
『
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
三
月
廿
六
日
条
「
是
日
制
。
令
＝

⑩
 

五
畿
七
道
諸
国
諸
神
社
祝
部
氏
人
。
本
系
帳
三
年
一
進
f

」
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
日
本
後
紀
」
延
暦
十
八
年
十
二
月
戊
戌
条

に
「
天
下
臣
民
。
氏
族
已
衆
。
或
源
同
流
別
。
或
宗
異
姓
同
。
欲
レ
拠
＝

譜
牒
『
多
経
＝
改
易
↓
至
レ
検
ー
ー
籍
帳
蘊
茫
弁
ー
一
本
枝
f

」
と
い
う
事
情
の
た
め
、

始
祖
お
よ
び
別
祖
等
の
名
を
載
せ
た
本
系
帳
を
進
ず
る
よ
う
天
下
に
布

告
し
た
こ
と
が
見
え
る
よ
う
に
、
本
系
帳
に
は
氏
族
の
出
自
伝
承
が
収

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
『
秦
氏
本
系
帳
」
の
松

尾
神
社
に
関
す
る
記
事
に
は
、
そ
の
本
系
帳
と
し
て
の
性
格
上
、
秦
氏

と
松
尾
神
社
の
関
係
が
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
主
体
と
な

る
も
の
は
あ
く
ま
で
も
秦
氏
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
川
辺
や
田
口
と

い
う
名
の
見
え
る
の
は
、
秦
氏
と
の
何
ら
か
の
関
連
性
を
考
え
ね
ば
な

ら
な
い
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
志
賀
剛
氏
は

水
や
岩
の
原
始
信
仰
の
頃
が
土
着
の
ミ
コ
た
る
川
辺
腹
男
や
田
口
腹

女
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
秦
氏
が
移
住
し
て
き
て
か
ら
秦
の
都⑪

 

理
や
知
麻
留
女
も
参
加
し
て
祭
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
川
辺
•
田
口
と
秦
氏
と
の
関
連
を
、
従

来
の
在
住
者
と
新
参
の
移
住
者
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
や
は

り
『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
と
同
様
に
、
「
川
辺
腹
男
」
「
田
口
腹
女
」

を
個
々
の
人
物
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
と
り
あ
げ
て
き
た
諸
先
学
の
見
解
は
、
い
ず
れ
も
「
川
辺

腹
男
」
「
田
口
腹
女
」
と
い
う
表
記
を
人
名
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
も

の
で
あ
る
が
、
『
新
撰
姓
氏
録
』
山
城
国
諸
蕃
秦
忌
寸
条
に
「
秦
氏
等

一
祖
子
孫
。
或
就
二
居
住
↓
或
依
ー
ー
行
事
f

別
為

-l数腹
f

」
と
い
う
記
述
が

見
え
る
。
秦
氏
は
居
住
地
や
行
事
の
違
い
な
ど
に
よ
り
複
数
の
「
腹
」

に
分
か
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
『
秦
氏
本
系
帳
』

の
「
川
辺
腹
男
」
や
「
田
口
腹
女
」
と
い
う
表
記
は
、
『
日
本
古
代
人

名
辞
典
』
や
志
賀
氏
の
言
う
よ
う
な
個
人
名
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
氏
族
の
出
自
を
語
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
本
系
帳
に
お
い
て
、

氏
族
内
の
出
自
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
「
腹
」
と
い
う
語
を
用
い
、
秦

氏
の
「
数
腹
」
の
う
ち
、
松
尾
神
社
の
創
祀
に
関
与
し
た
の
が
「
川
辺

腹
」
の
男
子
や
「
田
口
腹
」
の
女
子
で
あ
る
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
た
の

で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
み
る
と
、
『
秦
氏
本
系
帳
』
の
松
尾
神
社
関
係

の
記
事
は
、
大
神
を
松
尾
に
奉
請
し
た
の
も
、
は
じ
め
て
御
阿
礼
を
た

て
た
の
も
秦
氏
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
人
物
の
氏
族
内
の
出
自
ま

で
も
記
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
本
系
帳
と
し
て
の
性
格
を
十
二
分
に

満
た
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
秦
氏
の
氏
族
内
に
お
け
る
「
腹
」
に
対
す

る
意
識
の
強
さ
の
表
わ
れ
で
あ
り
、
ま
た
、
本
系
帳
と
い
う
資
料
と
し

て
の
性
格
上
、
人
物
の
氏
族
内
に
お
け
る
出
自
の
違
い
ま
で
も
記
し
て

お
く
必
要
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
恙
る
。

こ
の
秦
氏
の
「
腹
」
に
関
し
て
、
伴
信
友
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
示

し
て
い
る
。
彼
は
「
川
辺
腹
男
秦
忌
寸
都
理
」
と
い
う
表
記
に
つ
い
て

父
は
秦
忌
寸
某
の
妻
の
、
川
辺
氏
の
女
の
腹
に
出
来
た
る
男
と
云
ヘ

⑫
 

る
由
な
り
。

と
述
べ
、
「
田
口
腹
女
秦
忌
寸
知
麻
留
女
」
に
つ
い
て
も
同
義
と
す
る
。

西
田
長
男
氏
も
同
様
に
「
都
理
の
母
は
武
内
宿
禰
の
後
な
る
川
辺
氏
で

あ
り
、
知
麻
留
女
の
母
は
同
じ
く
武
内
宿
禰
の
後
な
る
田
口
氏
で
あ
っ

⑲
 

た
」
と
さ
れ
る
。
要
す
る
に
伴
信
友
や
西
田
氏
は
、
「
腹
」
を
母
方
の

出
自
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
腹
」
の
用
例
は
他
に
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
天
武

八
年
五
月
、
天
皇
は
皇
后
を
は
じ
め
、
草
壁
・
大
津
・
高
市
・
河
嶋
・

忍
壁
・
芝
基
の
六
皇
子
を
し
た
が
え
吉
野
へ
行
幸
し
た
が
、
こ
の
時
の

「
朕
男
等
。
各
異
腹
而
生
。
然
今
如
二
母
同
産
一
慈
之
。
」
と
い
う
言
が
、

『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
。
こ
の
場
合
の
「
異
腹
」
は
、
そ
の
生
ま
れ

出
た
腹
が
異
な
る
、
す
な
わ
ち
諸
皇
子
が
そ
れ
ぞ
れ
の
母
を
異
に
す
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
現
代
で
も
「
腹
違
い
」
「
妾
腹
」
な
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ど
の
言
葉
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
の
「
腹
」
は
母

を
指
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
秦
氏
に
お
け
る
「
腹
」
も

こ
れ
ら
と
同
様
に
と
ら
え
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
あ
げ
た
『
新

撰
姓
氏
録
』
秦
忌
寸
条
は
、
秦
氏
が
「
数
腹
」
に
分
か
れ
た
要
因
に
つ

い
て
「
或
就
ー
ー
居
住
f

或
依
＝
行
事
f

」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る

「
行
事
」
と
い
う
記
述
か
ら
だ
け
で
は
具
体
的
な
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら

な
い
が
、
お
そ
ら
く
従
事
す
る
職
掌
等
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
居
住
地
や
職
掌
の
別
に
よ
っ
て
分
か
れ
た
と
す
る
秦
氏
の
「
腹
」

と
、
単
に
母
も
し
く
は
母
方
の
出
自
を
示
す
「
腹
」
と
は
少
し
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
違
う
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
た

め
、
次
に
秦
氏
の
氏
族
構
成
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

秦
氏
の
氏
族
構
成
に
つ
い
て
、
平
野
邦
雄
氏
は
、
秦
氏
に
「
秦
」
の

字
を
含
む
複
姓
の
多
い
こ
と
か
ら
、
氏
の
分
化
が
少
く
、
同
族
と
し
て

の
土
豪
的
結
合
の
強
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
平
野
氏
が
指
摘
さ

⑭
 

れ
た
秦
氏
の
複
姓
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

秦
大
蔵
、
大
蔵
秦
、
秦
倉
人
、
秦
高
橋
、
秦
川
辺
、
秦
前
、
秦
人
広

幡
（
以
上
、
山
城
国
愛
宕
郡
）

秦
物
集
、
秦
調
、
秦
常
（
以
上
、
山
城
国
葛
野
郡
）

依
智
秦
（
近
江
国
愛
智
郡
）

簑
秦
（
近
江
国
犬
上
郡
）

秦
巖
（
河
内
国
丹
比
郡
）

辟
秦
（
摂
津
国
豊
島
郡
）

た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
に
秦
氏
に
「
秦
」
の
字
を
含
む
複
姓
の
多
い
と

い
う
事
実
は
、
外
部
か
ら
は
「
秦
」
の
名
に
統
一
さ
れ
た
氏
族
集
団
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
氏
族
の
内
部
に
は
複
姓
の
違
い
に
よ
っ

て
あ
る
種
の
明
確
な
区
別
が
な
さ
れ
て
お
り
、
一
種
の
氏
族
の
分
化
形

態
を
示
し
て
い
る
。
秦
氏
の
複
姓
の
違
い
は
、
在
地
で
の
土
豪
化
や
、

職
掌
上
の
専
業
化
な
ど
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

『
新
撰
姓
氏
録
』
が
「
或
就
二
居
住
↓
或
依
―
―
行
事
f

」
と
記
す
、
秦
氏
が

「
数
腹
」
に
分
か
れ
た
要
因
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
秦
氏
の
複
姓

の
―
つ
に
秦
川
辺
が
あ
る
の
も
、
こ
の
例
証
と
で
き
よ
う
。
秦
氏
の
内

部
に
は
、
居
住
地
や
職
掌
の
別
な
ど
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
独
立
意
識
の
強

い
集
団
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
の
違
い
に
よ
る
氏
族
内
の
出
自
を
示
す
観

念
が
「
腹
」
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
要
す
る
に
、
外
部
の
氏
族
に
対

し
て
で
は
な
く
、
氏
族
の
内
部
に
お
い
て
個
々
の
出
自
を
明
ら
か
に
す

る
観
念
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
諸
社
松
尾
条

⑮
 

所
引
『
本
朝
文
集
』
や
『
年
中
行
事
秘
抄
』
四
月
松
尾
祭
事
条
所
引

『
旧
紀
』
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
宝
元
年
に
「
秦
都
理
」
が
神
殿
を
建
立

し
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
川
辺
腹
男
」
と
い
う
表
記
な
ど
は

見
え
な
い
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
松
尾
神
社

の
創
建
に
関
与
し
た
の
が
秦
氏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
れ
ば
、
人

物
の
氏
族
内
に
お
け
る
出
自
ま
で
も
特
に
記
し
て
お
く
必
要
も
な
い
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
秦
氏
の
出
自
伝
承
を
収
め
た
『
秦
氏
本
系

帳
』
に
は
、
秦
氏
の
「
腹
」
と
い
う
氏
族
内
の
出
自
に
対
す
る
意
識
の
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強
さ
を
反
映
し
て
、
人
物
の
「
腹
」
の
違
い
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
よ
り
秦
氏
の
「
腹
」
に
つ
い
て
知
り
得
た
こ
と
を
ま
と

め
て
お
く
と
、
秦
氏
の
内
部
に
は
、
「
川
辺
腹
」
や
「
田
口
腹
」
な
ど

の
、
居
住
地
や
臓
掌
等
の
別
に
よ
る
「
腹
」
と
い
う
氏
族
内
の
出
自
を

示
す
観
念
が
存
在
し
、
こ
れ
に
対
す
る
秦
氏
の
意
識
は
か
な
り
強
い
も

の
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
秦
氏
内
に
お
け
る
「
腹
」

銅
念
で
あ
る
が
、
『
天
武
紀
』
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
時
と
場

合
に
応
じ
て
「
腹
」
の
示
す
範
囲
や
対
象
も
変
っ
て
く
る
。
次
に
「
腹
」

の
類
例
を
知
る
べ
く
、
他
氏
の
事
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
く
。

倭
漢
系
諸
氏
の
「
腹
」
観
念

⑯
 

倭
漢
氏
の
出
自
を
記
す
と
さ
れ
る
『
坂
上
系
図
』
は
、
平
安
中
期
以

後
の
あ
る
時
期
に
坂
上
氏
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
そ
の
の
ち
代
を
重
ね

る
に
従
っ
て
書
き
継
が
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
、
系
図
に
記
さ
れ
て
い
る

人
名
の
系
列
は
か
な
り
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
が
、
阿
智
王
よ
り
苅
田
磨

に
至
る
間
、
駒
子
直
・
弓
束
直
・
老
連
・
大
国
の
四
人
を
除
く
十
六
の

人
名
に
「
姓
氏
録
日
：
・
…
…
」
と
の
傍
書
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

⑰
 

は
『
新
撰
姓
氏
録
』
原
本
の
正
し
い
逸
文
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

（
マ
マ
）

r
坂
上
系
図
』
都
賀
使
王
条
所
引
『
新
撰
姓
氏
録
』
逸
文
に
よ
る
と
、

都
賀
使
王
の
三
子
の
う
ち
山
木
直
は
兄
腹
、
志
努
直
は
中
腹
、
爾
波
伎

直
は
弟
腹
の
祖
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⑱
 

諸
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
腹
に
含
ま
れ
る

図
坂
上
系
図
（
『
続
群
書
類
従
』
系
図
部
所
収
）

（
マ
マ
）

漠
高
祖
皇
帝
ー
石
秋
王
ー
康
王
ー
阿
智
王
—
都
加
使
王
ー
ー
山
木
直
（
兄
腹
）

ー
志
努
直
（
中
腹
）
ニ

ー
爾
波
伎
直
（
弟
腹
）

ー
阿
素
奈
直

ー
志
多
直

ー
阿
良
直
ー
甲
由
直

ー
刀
禰
直
ー
糠
手
直

ー
鳥
直
ー
弓
束
直
ー
老
連
ー
大
国
—
犬
養
忌
寸
ー
苅
田
磨
ー
田
村
磨
・
・
・

ー
駒
子
直
ー
ー
—
小
梓
直
•
…

.. 
（
以
下
略
）

ー｛愛佐直

兄
腹
（
山
木
直
の
後
）

民
忌
寸
、
檜
原
宿
禰
、
平
田
宿
禰
、
平
田
忌
寸
、
栗
村
忌
寸
、
小
谷

忌
寸
、
伊
勢
国
奄
芸
郡
民
忌
寸
、
軽
忌
寸
、
夏
身
忌
寸
、
韓
口
忌
寸
、

新
家
忌
寸
、
門
忌
寸
、
蓼
原
忌
寸
、
高
田
忌
寸
、
国
覚
忌
寸
（
陸
奥

国
新
田
郡
）
、
田
井
忌
寸
、
狩
忌
寸
、
東
文
部
忌
寸
、
長
尾
忌
寸
、
檜

前
直
（
大
和
国
葛
上
郡
）
、
谷
宿
禰
、
文
部
谷
忌
寸
、
文
部
岡
忌
寸
、

路
忌
寸
、
路
宿
禰

中
腹
（
志
努
直
の
後
）

田
部
忌
寸
、
黒
丸
直
、
拾
忌
寸
、
倉
門
忌
寸
、
呉
原
忌
寸
、
斯
佐
直
、
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石
占
忌
寸
、
国
莞
忌
寸
、
井
上
忌
寸
、
石
村
忌
寸
、
林
忌
寸
、
郡
忌

寸
、
榎
井
忌
寸
（
大
和
国
吉
野
郡
）
、
河
原
忌
寸
、
忍
坂
忌
寸
（
大
和
河

内
等
国
）
、
与
努
忌
寸
、
波
多
忌
寸
、
長
尾
忌
寸
、
畝
火
宿
禰
、
荒
田

⑲
 

井
忌
寸
、
蔵
垣
忌
寸
、
酒
人
忌
寸
、
白
石
忌
寸
、
大
和
国
高
市
郡
、

蚊
屋
宿
禰
、
蚊
屋
忌
寸
、
参
河
国
坂
上
忌
寸
、
坂
上
大
忌
寸

弟
腹
（
爾
波
伎
直
の
後
）

山
口
宿
禰
、
文
山
口
忌
寸
、
桜
井
宿
禰
、
調
忌
寸
、
谷
忌
寸
、
文
宿

禰
、
文
忌
寸
、
大
和
国
吉
野
郡
文
忌
寸
、
紀
伊
国
伊
都
郡
文
忌
寸
、

文
池
辺
忌
寸

こ
れ
ら
の
諸
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
阿
智
王
を
祖
と
主
張
す
る
者
た
ち
で
あ
り
、

系
図
の
上
で
は
、
そ
れ
ら
の
全
て
が
兄
腹
・
中
腹
・
弟
腹
と
い
う
三
つ

の
「
腹
」
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
坂
上
系
図
」
で
は
、
阿

智
王
の
後
裔
と
称
す
る
諸
氏
を
三
分
す
る
観
念
、
も
し
く
は
諸
氏
を
系

図
に
お
け
る
三
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
に
統
合
す
る
銅
念
と
し
て
「
腹
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
四
月
庚
午
条
の
坂
上
大
忌
寸
苅
田
麻
呂
ら

の
上
言
に
も
、
「
三
腹
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
え
る
。
こ
の
上
言
は

檜
前
忌
寸
が
大
和
国
高
市
郡
司
に
任
ぜ
ら
れ
る
由
緑
を
説
い
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
要
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
（
檜
前
忌
寸
の
）
先
祖
の
阿
智
使
主
が
応
神
天
皇
の
治
世
に
十
七
県

の
人
夫
を
率
い
て
帰
化
し
、
高
市
郡
檜
前
村
に
居
住
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

②
高
市
郡
内
に
は
、
檜
前
忌
寸
お
よ
び
十
七
県
の
人
夫
が
満
ち
、
他

姓
の
者
は
十
の
う
ち
一
、
二
で
あ
る
。

①
天
平
元
年
十
一
月
十
五
日
、
従
五
位
上
民
忌
寸
哀
志
比
ら
が
そ
の

所
由
を
申
上
し
た
。

④
天
平
三
年
、
蔵
垣
忌
寸
家
麻
呂
が
少
領
に
、
天
平
十
一
年
に
家
麻

呂
が
大
領
に
転
任
さ
れ
、
蚊
屋
忌
寸
子
虫
が
少
領
に
、
神
護
元
年
に

は
文
山
口
忌
寸
公
麻
呂
が
大
領
に
そ
れ
ぞ
れ
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、

必
ず
し
も
郡
司
の
職
を
各
々
の
子
孫
に
伝
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

「
三
腹
」
が
逓
任
し
、
四
世
を
経
て
今
に
至
っ
て
い
る
。

以
上
の
上
言
に
よ
り
、
高
市
郡
司
に
は
譜
弟
を
勘
案
す
る
こ
と
な
く
、

檜
前
忌
寸
を
任
ず
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
見
え
る
檜
前
忌
寸
と
は
、
特
定
の
氏
の
名
で
は
な
く
、
高
市

郡
檜
前
村
地
方
に
居
住
し
て
い
た
倭
漢
系
諸
氏
の
総
括
的
称
呼
と
さ
れ

⑳
 

て
い
る
。
「
凡
高
市
郡
内
者
。
檜
前
忌
寸
及
十
七
県
人
夫
満
レ
地
居
。
他

姓
者
十
而
ご
一
焉
」
と
い
う
記
述
や
、
譜
第
を
勘
案
す
る
こ
と
な
く
郡

司
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
檜
前
忌
寸
が
高
市
郡
内
に
お
い

て
相
当
な
地
方
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
天
平
三
年
以
来
、

高
市
郡
司
を
逓
任
し
て
い
る
檜
前
忌
寸
の
「
三
腹
」
は
、
『
坂
上
系
図
』

に
見
え
る
兄
腹
・
中
腹
・
弟
腹
の
三
腹
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
高

市
郡
内
に
は
、
阿
智
王
を
祖
と
す
る
系
譜
に
つ
ら
な
る
諸
氏
の
う
ち
、

あ
る
特
定
の
「
腹
」
に
属
す
る
氏
だ
け
が
居
住
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、

三
腹
が
そ
れ
ぞ
れ
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
に
郡
司
に
任
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命
さ
れ
た
氏
だ
け
を
見
て
も
、
『
坂
上
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
蔵
垣
忌
寸

・
蚊
屋
忌
寸
は
中
腹
、
文
山
口
忌
寸
は
弟
腹
に
属
し
て
お
り
、
少
な
く

と
も
二
腹
の
諸
氏
が
高
市
郡
内
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
こ
と
よ
り
、
檜
前
忌
寸
に
お
け
る
「
腹
」
は
特
定
の
地
域
に
居
住

す
る
地
縁
的
集
団
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
血
緑
的
意
味
合
の

強
い
観
念
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
檜
前
忌
寸
の
「
腹
」
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、

郡
司
を
「
三
腹
」
が
逓
任
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
厳
密
に
「
三
腹
」

が
交
代
し
て
そ
の
任
に
つ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
三

腹
」
の
う
ち
の
ど
れ
か
に
属
す
る
者
が
就
任
し
て
お
れ
ば
、
自
己
の
同

族
が
郡
司
の
任
に
就
い
て
い
る
と
意
識
し
て
い
た
と
い
う
ほ
ど
の
意
味

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
腹
」
に
対
す
る
意
識
は
そ
れ
ほ
ど
強
い

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
阿
智
王
を
祖
と
主
張
す
る
倭
漢
系

諸
氏
に
お
い
て
は
、
系
譜
上
、
諸
氏
を
三
分
、
も
し
く
は
個
々
の
氏
を

三
系
統
に
統
合
す
る
も
の
と
し
て
「
腹
」
と
い
う
観
念
が
存
在
し
た
が
、

そ
の
氏
族
内
に
お
け
る
「
腹
」
に
対
す
る
意
識
は
大
し
て
強
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
秦
氏
に
お
け
る
「
腹
」
と
倭
漢
系
諸
氏
に
お
け
る
そ
れ
と
を

比
較
し
て
み
る
と
、
秦
氏
の
場
合
は
「
腹
」
が
居
住
地
や
職
掌
な
ど
の

別
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
比
較
的
小
さ
な
集
団
と
考
え
ら
れ
る
の

に
対
し
、
倭
漢
系
諸
氏
の
場
合
は
『
坂
上
系
図
』
に
見
え
る
阿
智
王
を

祖
と
主
張
す
る
六
十
に
も
の
ぽ
る
諸
氏
を
三
分
割
し
、
多
い
も
の
で
は

―
つ
の
「
腹
」
に
二
十
以
上
も
の
氏
が
統
合
さ
れ
て
お
り
、
秦
氏
と
比

し
て
規
模
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
腹
」
に
対
す

る
意
識
は
、
秦
氏
ほ
ど
に
は
う
か
が
え
な
い
。
こ
れ
は
両
氏
の
氏
族
構

成
の
違
い
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
秦

氏
に
は
「
秦
」
の
字
を
含
む
複
姓
が
多
く
、
同
族
と
し
て
の
土
豪
的
結

合
が
強
く
、
倭
漢
氏
は
同
族
中
に
多
く
の
異
姓
が
併
立
し
、
分
化
の
激

⑪
 

し
い
と
い
う
こ
と
は
今
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

違
い
が
両
氏
の
「
腹
」
観
念
に
反
映
さ
れ
、
『
秦
氏
本
系
帳
』
で
は

「
腹
」
が
氏
族
内
の
出
自
を
明
確
に
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
、
『
坂
上

系
図
』
で
は
そ
れ
が
や
や
形
式
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
表
わ
れ
て
い
る

と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
阿
智
王
を
祖
と
主
張
す
る
諸
氏
の
間
に
、
実

際
に
明
確
な
三
つ
の
系
統
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、

系
譜
が
作
成
さ
れ
た
段
階
で
は
「
腹
」
が
氏
族
内
の
出
自
を
表
わ
す
も

の
と
の
意
識
が
残
っ
て
お
り
、
逆
に
諸
氏
を
統
合
す
る
観
念
と
し
て
用

い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
檜
前
忌
寸
に
例
を
と
っ
て
み
る
と
、
同
族
内
に

異
姓
が
併
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
祖
を
同
じ
く
す
る
同
族
系
譜
に

つ
ら
な
る
諸
氏
が
高
市
郡
内
に
集
住
し
、
複
姓
の
違
う
秦
氏
ほ
ど
、
個

々
の
氏
の
独
立
意
識
が
強
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な

氏
族
構
成
の
違
い
の
た
め
、
秦
氏
の
場
合
が
川
辺
腹
•
田
口
腹
と
い
う

よ
う
に
「
腹
」
の
名
称
が
個
別
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
倭
漢
系
諸
氏

の
場
合
は
兄
腹
・
中
腹
・
弟
腹
と
い
う
記
号
的
な
用
い
ら
れ
方
し
か
し

て
お
ら
ず
、
「
腹
」
の
別
に
対
す
る
意
識
も
弱
い
の
で
あ
る
。
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倭
漢
系
諸
氏
に
お
け
る
例
の
よ
う
に
、
「
腹
」
が
同
族
系
譜
に
お
け

る
系
統
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
事
例
を
、
便
宜
上
、

記
号
を
付
し
て
次
に
あ
げ
て
お
く
。

⑱
『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
二
十
年
二
月
庚
午
条

改
ー
ー
葬
皇
太
夫
人
堅
塩
媛
於
檜
隈
大
陵
f

是
日
。
誅
-
l

於
軽
術
f

（
中
略
）

第
四
。
大
臣
引
ー
ー
率
八
腹
臣
等
f

便
以
ー
ー
境
部
臣
摩
理
勢
f

令
レ
誅
1

一
氏
姓

之
本
る
K

。
（
後
略
）

⑮
『
三
代
実
録
」
貞
観
三
年
九
月
廿
六
日
丁
酉
条

（
前
略
）
左
京
権
亮
従
五
位
下
臣
勢
朝
臣
河
守
等
奏
言
。
文
雄
歎
偕
゜

先
祖
出
レ
自
ー
ー
武
内
宿
祢
大
臣
一
也
。
（
中
略
）
文
雄
一
祖
之
裔
。
八
腹

之
支
別
。
孤
為
ー
ー
悴
族
f

久
隔
ー
ー
栄
途
f

（
後
略
）

@
『
続
日
本
紀
』
延
暦
十
年
四
月
乙
未
条

近
衛
将
監
従
五
位
下
兼
常
陸
大
操
池
原
公
綱
主
等
言
。
池
原
。
上
毛

野
二
氏
之
先
。
出
レ
自
二
塁
城
入
彦
命
f

其
入
彦
命
子
孫
。
東
国
六
腹

朝
臣
。
各
因
一
＿
居
地
↓
賜
レ
姓
命
レ
氏
。
（
後
略
）

囮
は
推
古
天
皇
二
十
年
二
月
、
皇
太
夫
人
堅
塩
媛
を
檜
隈
大
陵
に
改

葬
し
た
際
、
大
臣
（
蘇
我
馬
子
）
が
「
八
腹
臣
」
等
を
率
い
て
、
境
部

臣
摩
理
勢
に
「
氏
姓
之
本
」
を
誅
さ
せ
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑮
は
巨
勢
朝
臣
河
守
ら
が
自
己
の
同
族
と
認
め
る
味
酒
首
文
雄
ら
へ

の
、
巨
勢
朝
臣
姓
下
賜
を
求
め
た
奏
言
に
見
え
る
記
述
で
あ
る
。
文
中

の
「
一
祖
之
裔
。
八
腹
之
支
別
。
」
と
い
う
部
分
は
、
武
内
宿
禰
の
後
裔

を
指
す
も
の
で
あ
り
、
⑧
の
「
八
腹
臣
」
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら

『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
十
二
月
辛
酉
条
の

其
土
師
氏
惣
有
ー
ー
四
腹
f

中
宮
母
家
者
是
毛
受
腹
也
。
故
毛
受
腹
者
賜
＝

大
枝
朝
臣
↓
自
余
三
腹
者
。
或
従
ー
ー
秋
篠
朝
臣
f

或
属
ー
ー
菅
原
朝
臣
る
k
o

と
い
う
記
述
よ
り
、
土
師
氏
に
は
四
腹
の
別
が
あ
り
、
「
中
宮
母
家
」
、

す
な
わ
ち
桓
武
天
皇
の
生
母
・
高
野
新
笠
の
母
方
の
出
自
が
四
腹
の
う

ち
の
「
毛
受
腹
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

四
れ
る
。
武
内
宿
禰
を
祖
と
称
す
る
諸
氏
が
、
実
際
に
八
つ
の
系
統
に
分

か
れ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
別
問
題
と
し
て
、
⑮
、
⑮
の
両

者
に
お
い
て
は
、
氏
族
系
譜
内
の
系
統
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
「
腹
」

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

＠
は
池
原
公
綱
主
ら
の
住
吉
朝
臣
賜
姓
を
願
う
上
言
の
中
の
記
述
で

あ
る
。
「
東
国
六
腹
朝
臣
」
は
豊
城
入
彦
命
の
後
裔
を
指
し
て
い
る
。

以
上
の
記
述
だ
け
で
は
、
「
八
腹
」
や
「
六
腹
」
の
内
わ
け
に
つ
い

て
、
そ
の
実
体
を
詳
し
く
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
三
例
に
共
通
し

て
い
る
の
は
、
武
内
宿
禰
、
豊
城
入
彦
命
と
い
っ
た
始
祖
に
つ
ら
な
る

同
族
系
譜
上
の
系
統
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
、
「
腹
」
が
使
用
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
の
「
腹
」
は
、
系
譜
内
の

出
自
を
示
す
も
の
と
し
て
、
系
譜
に
お
け
る
系
統
自
体
を
指
し
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

土
師
氏
の
「
腹
」
観
念
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辛酉虐二月暦九年 壬辰朔虞二月暦九年

り （口）

喜 改
八延 五延

癸月暦 臭暦
の氏
時姓

亥朔 年四 贔 韓 期

精諸士師宿 秋篠宿禰安人禰道長菅原宿

土菅

:主誌i 海
績誌人安

十五人胃丘師宿暉宿
改

喜 醤
の

吉 人 旦兄 ら

う°大枝朝臣 ~ 朝姓臣を ~ 
喜点

昌含 旦姓
改士 改
め師

氏
をを るを

闘 を 0缶巨 姓

姓を 賜う゚
と 賜 原 の

て 旦 ぅ〇 姓 旦
賜 に

属す朝臣9こ窄或原いいは‘瀾秋朝臣9従はこ痕或0)三はい‘朝賜他臣いを‘毛受腹大枝には 朝す枝臣と°暉氏改大をめ‘位追賠土その‘宿禰正ー土師に祖紺外にも・‘高野朝臣とと・祖桓武天皇外父

の菅
備

名原
に改
因姓
るは

誓 考

自
天
応
元
年
至
延
暦
九
年
一

表
土
師
氏
の
改
氏
姓
状
況
（
『
続
日
本
紀
』
の
記
載
に
よ
る

土
師
氏
は
天
応
元
年
以
後
、
菅
原
・
秋
篠
・
大
枝
朝
臣
の
三
姓
に
改

氏
姓
さ
れ
る
が
、
延
暦
九
年
ま
で
の
経
過
を
ま
と
め
た
も
の
が
次
表
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
他
の
者
が
全
て
土
師
姓
か
ら
菅
原
・
秋
篠
・
大
枝

姓
に
改
め
ら
れ
て
い
る
な
か
で
、
延
暦
九
年
十
二
月
壬
辰
朔
、
ひ
と
り
菅

原
姓
か
ら
大
枝
朝
臣
姓
に
改
め
ら
れ
た
菅
原
真
仲
に
注
目
し
て
み
た
い
。

菅
原
姓
は
、
『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
六
月
壬
子
条
に
よ
る
と
、
土

師
宿
禰
古
人
が
居
地
の
名
に
因
っ
て
改
姓
を
願
い
出
、
こ
れ
が
許
さ
れ

て
生
じ
た
姓
で
あ
る
。
大
枝
朝
臣
姓
は
、
土
師
氏
の
改
氏
姓
に
よ
っ
て

生
じ
た
三
姓
の
う
ち
、
延
暦
九
年
に
下
賜
さ
れ
た
最
も
新
し
い
も
の
で

あ
る
が
、
前
掲
の
「
故
毛
受
腹
者
賜
―
ー
大
枝
朝
臣
こ
と
い
う
記
述
よ
り
、

土
師
氏
の
四
腹
の
う
ち
、
毛
受
腹
に
与
え
ら
れ
た
姓
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
賜
姓
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
、
延
暦
九
年
十
二
月
壬
辰

朔
に
な
さ
れ
た
桓
武
天
皇
外
祖
母
・
土
師
宿
禰
に
対
す
る
正
一
位
追
贈

と
、
そ
れ
に
伴
う
大
枝
朝
臣
改
姓
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
桓
武
天
皇

は
、
外
祖
母
に
追
贈
位
・
改
氏
姓
を
ほ
ど
こ
す
と
と
も
に
、
そ
の
外
祖

母
を
出
し
た
土
師
氏
に
対
し
て
も
、
宿
禰
姓
を
朝
臣
姓
に
改
め
る
と
い

ぅ
配
慮
を
み
せ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
土
師
氏
の
四
腹
の
う
ち
、
外
祖
母

の
直
接
の
血
統
に
あ
た
る
毛
受
腹
に
対
し
て
大
枝
朝
臣
姓
を
下
賜
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
他
の
三
腹
に
つ
い
て
は
「
或
従
ー
ー
秋
篠
朝
臣
f

或
属
＝

菅
原
朝
臣
玉
大
。
」
と
の
み
記
さ
れ
、
具
体
的
に
ど
の
「
腹
」
が
ど
の
よ

う
な
改
氏
姓
を
受
け
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
対
照
的
で

あ
る
。
大
枝
朝
臣
姓
は
、
桓
武
天
皇
の
直
接
の
血
統
に
つ
な
が
る
者
に

対
し
て
、
下
賜
さ
れ
た
姓
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
菅
原
真
仲
の
改
氏
姓
を
見
直
し
て
み
る
と
、
真
仲
は
「
居
地

の
名
に
因
っ
て
」
改
め
ら
れ
た
菅
原
を
姓
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ま

ず
菅
原
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
腹
」
と

- 9 -



し
て
は
土
師
氏
の
四
腹
の
う
ち
の
毛
受
腹
に
属
し
て
お
り
、
桓
武
天
皇

外
祖
母
・
土
師
宿
禰
に
対
す
る
正
一
位
追
贈
、
大
枝
朝
臣
改
姓
に
伴
い
、

菅
原
姓
よ
り
さ
ら
に
大
枝
朝
臣
姓
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
「
腹
」

の
違
い
が
改
氏
姓
の
際
に
考
慮
に
入
れ
ら
れ
た
例
で
あ
る
。

直
木
孝
次
郎
氏
は
、
土
師
氏
と
古
墳
の
築
造
の
関
連
か
ら
、
土
師
氏

の
四
腹
の
本
拠
地
に
つ
い
て
示
唆
に
富
む
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
毛
受
腹
の
「
毛
受
」
は
、
仁
徳
陵
•
履
中
陵
を
含
む
古
墳
時
代
中
期

の
大
古
墳
群
の
あ
る
和
泉
の
百
舌
鳥
と
関
係
が
あ
り
、
『
日
本
書
紀
」

白
雉
五
年
十
月
条
に
見
え
る
百
舌
鳥
土
師
連
土
徳
を
毛
受
腹
に
属
す
る

一
人
と
考
え
、
土
師
の
一
族
の
う
ち
、
和
泉
の
百
舌
鳥
を
本
拠
と
す
る

グ
ル
ー
プ
が
、
毛
受
腹
と
し
て
一
支
族
を
形
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推

測
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
毛
受
腹
以
外
の
三
腹
を
考
え
る
手
が
か
り
と

し
て
、
『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
五
月
癸
卯
条
の
、
菅
原
の
姓
が
「
居

地
の
名
に
因
っ
て
」
定
め
ら
れ
た
と
い
う
土
師
古
人
の
奏
言
よ
り
、
土

師
氏
の
中
に
は
菅
原
と
い
う
土
地
を
本
貫
と
す
る
有
力
な
一
グ
ル
ー
プ

が
あ
り
、
秋
篠
の
姓
も
同
様
に
類
推
し
て
、
居
地
の
名
に
因
る
も
の
と

考
え
、
菅
原
・
秋
篠
の
地
を
、
菅
原
寺
（
喜
光
寺
）
の
あ
る
平
城
京
右
京

三
条
二
坊
の
あ
た
り
の
菅
原
の
里
と
、
秋
篠
寺
の
あ
る
平
城
京
右
京
北

（
添
下
郡
）
の
秋
篠
の
地
に
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
残
り
の
一
腹

に
つ
い
て
は

土
師
氏
が
四
腹
あ
り
な
が
ら
、
改
氏
姓
が
菅
原
・
秋
篠
・
大
枝
の
三

氏
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
、
う
ち
一
腹
が
改
氏
姓
を
願
い
出
る
だ
け
の

勢
力
や
団
結
を
失
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
残
る
三
腹
の
う
ち
の

―
つ
が
百
舌
鳥
古
墳
群
を
背
景
と
す
る
毛
受
腹
（
大
枝
）
で
あ
り
、

う
ち
二
つ
が
楯
並
古
墳
群
と
そ
れ
に
つ
づ
く
垂
仁
陵
の
あ
る
地
域
を

根
拠
と
す
る
秋
篠
・
菅
原
の
二
腹
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
勢
力
を

失
っ
た
と
推
定
し
た
一
腹
は
、
百
舌
鳥
・
楯
並
と
並
ぶ
中
期
の
大
古

墳
群
と
し
て
著
名
な
、
応
神
陵
を
盟
主
と
す
る
河
内
の
古
市
誉
田
古

＠
 

墳
群
地
帯
を
本
拠
と
す
る
土
師
氏
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
土
師
氏
の
氏
族
的
性
格
、
職
掌
上
の
特

徴
、
地
域
的
分
布
な
ど
を
総
合
的
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

土
師
氏
の
同
族
に
は
贄
土
師
連
や
土
師
娑
婆
連
が
あ
る
が
、
前
者
は

喪
葬
・
凶
礼
に
関
係
が
な
く
、
土
師
氏
の
本
流
と
は
早
く
か
ら
分
離

し
た
よ
う
だ
し
、
後
者
は
周
防
の
娑
婆
の
地
名
に
も
と
づ
い
て
生
じ

た
姓
で
、
土
師
氏
が
本
拠
と
す
る
畿
内
か
ら
あ
ま
り
に
遠
く
、
い
ず

れ
も
土
師
の
四
腹
の
―
つ
に
数
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
疑
問
が

⑲
 

あ
る
．

と
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
私
な
り
の
意
見
を
少
し
述
べ
て
み
た
い
。

と
い
う
の
も
、
秦
氏
の
事
例
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
同
じ
出
自
伝
承
や

同
族
系
譜
を
持
つ
氏
族
内
に
お
け
る
、
居
住
地
や
職
掌
の
違
い
な
ど
の

要
因
に
よ
る
独
立
意
識
の
強
い
個
々
の
集
団
の
、
氏
族
内
の
出
自
を
表

わ
す
観
念
が
「
腹
」
の
よ
り
本
来
的
な
姿
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
氏
族
の
本
流
・
分
流
と
い
う
よ
う
な
見
地
か
ら
、
「
腹
」
観
念

を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
問
題
を
と
ら
え
る
観
点
か
ら
や
や
遠
ざ
か
る
よ
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う
に
思
わ
れ
る
。
贄
土
師
連
や
土
師
娑
婆
連
が
四
腹
の
う
ち
の
―
つ
で

あ
る
と
言
う
気
な
ど
は
毛
頭
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
は
無
き
に
し
も
あ

ら
ず
と
考
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
土
師
氏
の
四
腹
、
特
に
毛
受
腹
以

外
の
三
腹
に
つ
い
て
は
、
直
木
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
延
暦
九
年
の

記
事
だ
け
で
は
具
体
的
な
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
、
土
師
氏
内
に
お
け
る
「
腹
」
に
対
す
る
意
識
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
延
暦
九
年
十
二
月
辛
酉
勅
の
他
に
土
師
氏
の
「
腹
」

が
前
面
に
出
さ
れ
た
例
が
無
い
た
め
、
同
条
よ
り
類
推
す
る
し
か
手
段

は
な
い
が
、
毛
受
腹
以
外
の
三
腹
が
秋
篠
朝
臣
や
菅
原
朝
臣
に
編
入
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
既
に
土
師
氏
内
部
の

「
腹
」
に
対
す
る
意
識
が
弱
ま
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
む
し
ろ
、
毛
受
腹
に
対
す
る
大
枝
朝
臣
賜
姓
の
例
よ
り
、
賜
姓
を

ほ
ど
こ
す
天
皇
の
側
の
方
に
、
自
己
の
出
自
と
し
て
の
「
腹
」
に
対
す

る
意
識
の
強
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
土
師
氏
の
場
合
も
、
氏

族
内
の
出
自
を
示
す
銀
念
と
し
て
「
腹
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
秦
氏
に

近
い
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
毛
受
腹
以
外
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
「
腹
」

に
対
す
る
記
載
も
な
く
、
お
そ
ら
く
菅
原
・
秋
篠
・
大
枝
の
三
氏
の
成

立
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
存
在
意
義
を
失
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
諸
事
例
の
検
討
に
よ
り
、
各
氏
族
の
構
成
形
態
や
、

五
お
わ
り
に

そ
の
構

成
単
位
間
の
独
立
意
識
の
程
度
の
差
な
ど
に
よ
っ
て
、
「
腹
」
の
対
象

や
、
そ
れ
に
対
す
る
意
識
も
様
々
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
こ
に
、

今
回
検
討
を
加
え
て
含
た
事
例
を
再
度
分
類
し
、
本
稿
の
ま
と
め
に
変

え
た
い
。

H
ま
ず
、
氏
族
内
に
お
け
る
「
腹
」
と
は
い
か
な
る
観
念
で
あ
る
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
氏
族
内
の
個
々
の
構
成
単
位
の
、
氏
族
内

の
出
自
を
示
す
観
念
で
あ
り
、
氏
族
の
外
部
に
対
し
て
で
は
な
く
、

内
部
に
お
い
て
表
わ
れ
る
も
の
が
本
来
的
な
姿
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
腹
」
の
記
載
の
見
え
る
史
料
が
、
氏
族
の
出
自
伝
承
、
系
譜
・
系

図
の
類
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
（
秦
氏
の
川
辺

腹
、
田
口
腹
。
土
師
氏
の
毛
受
腹
を
は
じ
め
と
す
る
四
腹
も
、
こ
れ
に
近
い

例
と
考
え
ら
れ
る
）
。

口
系
列
化
さ
れ
た
同
族
系
譜
や
系
図
に
お
い
て
は
、
系
譜
内
の
出
自
を

表
わ
す
も
の
と
し
て
、
系
譜
に
お
け
る
系
統
自
体
を
示
す
場
合
も
あ

る
（
倭
漢
系
諸
氏
に
お
け
る
兄
腹
・
中
腹
・
弟
腹
の
三
腹
。
武
内
宿
禰
後
裔

の
八
腹
。
豊
城
入
彦
命
後
裔
の
六
腹
）
．

国
「
腹
」
の
対
象
と
な
る
も
の
が
、
氏
族
内
の
集
団
の
よ
う
な
も
の
で

は
な
く
、
個
人
な
ど
の
よ
う
に
と
く
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ
る
場
合
は
、

身
体
の
一
部
を
表
わ
す
そ
の
字
義
に
よ
り
、
母
親
も
し
く
は
母
方
の

出
自
を
指
す
こ
と
と
な
る
（
『
天
武
紀
』
八
年
五
月
条
に
見
え
る
「
異
腹
」

な
ど
）
．

氏
族
内
の
「
腹
」
に
対
す
る
意
識
の
程
度
は
、
氏
族
の
構
成
状
況
や
、
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⑥
 

⑤ ④ ③ ③ ① そ
の
構
成
単
位
間
の
独
立
意
識
な
ど
を
反
映
す
る
た
め
、
「
腹
」
に
対

す
る
意
識
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
氏
族
の
構
成
形
態
を
あ
る

程
度
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
「
腹
」
に
対
す
る
意
識

の
強
い
秦
氏
に
は
、
川
辺
腹
や
田
口
腹
等
の
個
々
の
独
立
意
識
の
強
い

構
成
単
位
の
存
在
し
た
こ
と
や
、
改
氏
姓
以
前
の
土
師
氏
は
、
四
つ
の

独
立
意
識
の
強
い
単
位
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
各
氏
族
内
に
お
け
る
「
腹
」
観
念
は
、
氏
族
の
構
成

形
態
の
違
い
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
全
て
の
氏
族
に
お
け

る
「
腹
」
を
同
一
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
と
ら
え
方
に

よ
れ
ば
「
腹
」
と
い
う
銀
念
は
、
氏
族
の
同
族
観
の
―
つ
の
形
態
を
示

す
貴
重
な
資
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

註

ウ

ヂ

本
居
宣
長
『
玉
勝
間
』
巻
十
四
「
氏
族
を
腹
と
い
へ
る
事
」
。

和
歌
森
太
郎
『
国
史
に
お
け
る
協
同
体
の
研
究
』
。
上
巻
、
昭
和
二
二
年
（
『
和

歌
森
太
郎
著
作
集
』

1
日
本
の
協
同
体
、
一
六
四
頁
し
一
六
九
頁
）
。

関
晃
「
倭
漢
氏
の
研
究
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
ニ
ー
九
、
昭
和
二
八
年
）
。

『
群
害
類
従
』
公
事
部
所
収
。

『
年
中
行
事
抄
』
（
『
続
群
書
類
従
』
公
事
部
所
収
）
四
月
松
尾
祭
事
条
に
も
、

「
自
レ
其
以
降
」
以
下
の
記
述
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
同
内
容
の
『
秦
氏

本
系
帳
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
第
二
巻
、
五
七
五
頁
。

⑲
 

⑱
 

⑰ ⑯ ⑮ ⑭ ⑱ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ 

『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
第
四
巻
、
一

0
0九
頁
。

肥
後
和
男
『
日
本
神
話
研
究
』
一
四
五
頁
、
昭
和
一
三
年
。

西
田
長
男
「
日
本
神
話
の
成
立
年
代
」
昭
和
一
二
四
年
（
『
日
本
神
道
史
研
究
』

第
十
巻
古
典
篇
一
五
九
頁
）
。

『
類
衆
三
代
格
』
巻
一
に
も
同
年
月
日
付
の
大
政
官
符
「
応
ー
1

三
年
一
進
ー
ー
諸

神
祝
部
氏
人
帳
ー
事
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

志
賀
削
『
式
内
社
の
研
究
』
第
四
巻
五
四
頁
、
昭
和
五
六
年
。

伴
信
友
『
穎
見
小
河
』
（
『
伴
信
友
全
集
』
第
二
巻
二
八
四
頁
）
。

西
田
長
男
「
日
本
神
話
の
成
立
年
代
」
（
前
掲
書
一
六
九
頁
）
。

平
野
邦
雄
「
秦
氏
の
研
究
ー
そ
の
文
明
的
特
徴
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
史
学
雑

誌
』
七

O
I三
、
四
、
昭
和
三
六
年
）
、
同
「
畿
内
の
帰
化
人
」
（
『
古
代
の

日
本
』
第
五
巻
一
六
五
頁
、
昭
和
五
一
年
）
。

『
群
書
類
従
』
公
事
部
所
収
。

『
続
群
書
類
従
』
系
図
部
所
収
。

関
晃
「
新
撰
姓
氏
録
の
撰
修
目
的
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
0
—
三
、

昭
和
二
六
年
）
。

『
姓
氏
録
』
逸
文
に
記
載
の
あ
る
氏
で
、
本
貫
地
が
割
書
き
さ
れ
て
い
る
場

合
は
、
そ
れ
を
括
弧
内
に
記
し
た
。

『
坂
上
系
図
』
甲
由
直
条
所
引
『
姓
氏
録
』
逸
文
。

姓
氏
録
日
。
駒
子
直
ノ
第
一
子
甲
由
。
是
大
和
国
高
市
郡
等
ノ
祖
也
。
甲

由
之
後
贈
大
錦
下
坂
上
能
毛
等
。
天
涛
中
原
澤
真
人
天
皇
営
天
武
。
十
年

改
直
賜
姓
連
。

文
中
の
坂
上
能
毛
は
、
『
日
本
書
紀
』
天
武
元
年
六
月
己
丑
条
や
、

本
紀
』
霊
亀
二
年
四
月
癸
丑
条
に
見
え
る
坂
上
直
熊
毛
の
事
か
。

『
続
日
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関
晃
「
倭
漢
氏
の
研
究
」
（
前
掲
）
、
上
田
正
昭
「
楯
節
舞
と
檜
前
忌
寸
」

（
『
古
代
文
化
』
九
ー
五
、
昭
和
三
七
年
）
。

⑭
に
同
じ
。

直
木
孝
次
郎
「
土
師
氏
の
研
究
」
昭
和
三
五
年
（
『
日
本
古
代
の
氏
族
と
天

〔
新
刊
紹
介
〕

⑲ ⑪ ⑳ 

（
一
九
八
五
年
七
月
刊
東
方
出
版
・
一
六
0
0円）

「
大
阪
大
空
襲

今
年
は
あ
の
第
二
次
世
界
大
戦
（
太
平
洋
戦
争
）
が
終
結
し
た
一
九
四
五
年
か

ら
ち
ょ
う
ど
四
0
年
目
の
年
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
そ
の
年
の
五
月
に
ド

イ
ツ
が
無
条
件
降
伏
を
し
て
戦
闘
が
止
み
、
日
本
は
そ
の
三
か
月
後
に
広
島
・
長

崎
に
原
爆
を
投
下
さ
れ
て
、
よ
う
や
く
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
八
月
一
五
日
の

終
戦
詔
書
放
送
に
よ
り
連
合
国
と
の
戦
闘
を
終
え
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
主
要
都

市
は
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
空
襲
で
ど
こ
も
焼
け
野
原
と
な
っ
て
い
た
。
広
島
・
長

崎
の
惨
禍
は
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
が
、
東
京
・
大
阪
等
も
ま
た
核
兵
器
で
な
い

通
常
兵
器
の
空
襲
に
よ
り
大
き
な
惨
害
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
大
阪
は
約
五

0
回
の
空
襲
を
受
け
、
な
か
で
も
昭
和
二

0
年
三
月
か
ら
終
戦

の
前
日
ま
で
の
五
か
月
間
に
B
2
9
延
ベ
ニ

0
0
0機
以
上
に
よ
る
計
八
回
も
の
大

小
山
仁
示
著

大
阪
が
壊
滅
し
た
日
」

（
関
西
大
学
大
学
院
生

空
襲
に
み
ま
わ
れ
、
特
に
三
月
一
三
日
深
夜
か
ら
一
四
日
未
明
の
B
2
9
ニ
七
四
機

に
よ
る
空
襲
で
五

0
万
人
も
の
被
災
者
が
出
て
い
る
。

自
ら
も
被
災
体
験
者
で
あ
る
著
者
が
大
阪
大
空
襲
の
体
験
を
「
一

0
0
0年
後

に
語
り
残
そ
う
」
と
し
て
書
か
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
本
書
は
日
米
双
方
の
公

式
記
録
等
諸
資
料
の
他
、
空
襲
体
験
者
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
大
阪
空
襲
の

実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
本
書
を
読
む
に
つ
れ
て
著
者
の
大
阪
空

襲
に
対
す
る
四
0
年
来
の
鎮
魂
の
思
い
が
真
っ
直
ぐ
に
天
空
に
向
か
っ
て
貫
か
れ
、

そ
し
て
、
そ
の
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
強
烈
な
記
憶
が
今
回
の
著
作
を
生
み
、

空
襲
の
恐
ろ
し
さ
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。

戦
後
四
0
年
を
迎
え
た
今
日
、
全
国
各
地
で
自
分
た
ち
の
体
験
し
た
空
襲
の
実

態
を
記
録
し
残
そ
う
と
い
う
運
動
が
見
ら
れ
る
。
大
阪
で
は
大
阪
大
空
襲
の
体
験

を
語
る
会
が
体
験
記
を
刊
行
す
る
な
ど
の
活
動
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
本
書
に
お

い
て
も
多
く
の
生
々
し
い
証
言
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
阪
府
平
和
祈
念
戦
争

資
料
室
（
大
阪
市
南
区
谷
町
七
、
府
社
会
福
祉
会
館
内
）
で
開
か
れ
た
大
阪
大
空

襲
展
で
語
ら
れ
た
体
験
談
と
会
場
に
展
示
さ
れ
て
い
た
被
災
者
の
絵
（
本
書
に
も

収
め
ら
れ
て
い
る
）
は
忘
れ
ら
れ
な
い
刻
印
を
見
学
者
の
胸
に
残
し
て
い
る
。

一
度
、
静
か
に
本
書
を
読
ま
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
。
大
阪
府
平
和
祈
念
戦

争
資
料
室
は
、
毎
週
水
曜
日
が
休
室
日
で
入
場
料
は
無
料
で
あ
る
。
こ
ち
ら
へ
も

是

非

一

度

、

．

足

を

運

ば

れ

た

い

。

（

市

川

如

理

夫

）

皇
』
三
三
、
四
頁
）
。

⑬
同
右
、
三
頁
。
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